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いりょうふくし

●
申
請

国
保
年
金
課
窓
口
へ
、
▼
健
康

保
険
証
▼
印
鑑
▼
保
護
者
の
金
融

機
関
の
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の

▼
0
歳
～
小
学
校
3
年
生
ま
で
の

人
の
み
、
転
入
等
に
よ
り
町
で
所

得
が
確
認
で
き
な
い
人
は
、
両
親

そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
の
わ
か
る
証
明

書
（『
総
所
得
・
扶
養
人
数
・
所
得

控
除
』
の
記
載
さ
れ
た
も
の
）
ー

を
持
参
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

医
療
福
祉
費
受
給
者
証
を
交
付
し

ま
す
。

※
所
得
の
わ
か
る
証
明
書
は
誕
生

日
月
に
よ
っ
て
必
要
な
年
度
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
担
当
係
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

●
更
新

0
歳
～
小
学
校
3
年
生
の
人
は

年
に
1
回
、
誕
生
日
月
に
更
新
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
小
学
校
3
年

生
修
了
時
に
も
更
新
が
あ
り
ま

す
。
な
お
、
更
新
の
際
は
通
知
を

療医
福祉

郵
送
し
ま
す
。

●
い
ろ
い
ろ
な
届
出

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
証
や

振
込
口
座
な
ど
の
届
出
内
容
が
変

更
に
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
つ
ど

変
更
の
届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

健
康
保
険
証
と
医
療
福
祉
費
受

給
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
窓

口
で
の
自
己
負
担
は
左
記
の
と
お

り
に
な
り
ま
す
。

▼
外
来
診
療
の
場
合
：
一
つ
の
医

療
機
関
に
つ
き
1
日
6
0
0

円
、
月
2
回
を
限
度
に
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
保
険

薬
局
で
の
調
剤
に
か
か
る
自
己

負
担
は
あ
り
ま
せ
ん

▼
入
院
の
場
合
：
1
日
3
0
0

円
、
月
3
0
0
0
円
を
限
度

に
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。
入

院
時
の
食
事
代（
標
準
負
担
額
）

は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す

※
た
だ
し
、
学
校
等
（
保
育
所
を

国保年金課後期高齢医療福祉係☎888ー1111（134・135）

含
む
）
の
管
理
下
に
お
け
る
災

害
・
負
傷
等
に
つ
い
て
は
、
学

校
等
で
加
入
す
る
日
本
ス
ポ
ー

ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
災
害
共
済

給
付
制
度
が
優
先
と
な
り
ま
す

の
で
、
こ
の
場
合
の
災
害
・
負

傷
等
に
よ
り
医
療
機
関
等
を
受

診
す
る
際
に
は
、
医
療
福
祉
費

受
給
者
証
を
提
示
し
な
い
で
受

診
し
て
く
だ
さ
い

●
町
か
ら
の
助
成

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
っ
た

外
来
お
よ
び
入
院
自
己
負
担
金
に

つ
い
て
は
、
町
が
独
自
に
助
成
し

ま
す
。
後
日
、
指
定
口
座
に
振
り

込
み
ま
す
の
で
、
最
初
に
マ
ル
福

を
申
請
す
る
と
き
、「
医
療
福
祉

費
入
院
・
外
来
自
己
負
担
金
支
給

申
請
書
兼
口
座
振
替
依
頼
書
」
を

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
振
り

込
み
は
、
10
～
12
月
診
療
分
は
翌

年
3
月
、
1
～
3
月
診
療
分
は
6

月
、
4
～
6
月
診
療
分
は
9
月
、

7
～
9
月
診
療
分
は
12
月
に
な
り

ま
す
。

※
外
来
自
己
負
担
金
が
6
0
0

円
未
満
の
場
合
に
は
町
で
受
診

状
況
が
把
握
で
き
な
い
た
め
、

国
保
年
金
課
窓
口
で
外
来
自
己

負
担
金
支
給
申
請
書
の
提
出
が

必
要
に
な
り
ま
す
ー
持
参
す

る
も
の
：
▼
医
療
機
関
等
の
発

行
す
る
領
収
書（
コ
ピ
ー
不
可
。

受
診
者
名
・
保
険
点
数
の
記
載

の
あ
る
も
の
）▼
医
療
福
祉
費

受
給
者
証
▼
健
康
保
険
証
▼
印

鑑医
療
福
祉
費
受
給
者
証
は
県
外

で
の
診
療
に
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

県
外
で
診
療
を
受
け
た
と
き
は
、

国
保
年
金
課
窓
口
で
医
療
福
祉
費

支
給
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

後
日
、
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

▼
持
参
す
る
も
の
：
▼
医
療
機
関

等
の
発
行
す
る
領
収
書
（
コ
ピ

ー
不
可
。
受
診
者
名
・
保
険
点

数
の
記
載
の
あ
る
も
の
）▼
医

療
福
祉
費
受
給
者
証
▼
健
康
保

険
証
▼
印
鑑

※
健
康
保
険
組
合
等
か
ら
の
療
養

費
給
付
証
明
書
や
支
給
決
定
通

知
書
な
ど
が
必
要
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す

小
児
医
療
福
祉
費
（
マ
ル
福
）
制
度
と
は
、
町
に
住
所
が
あ
り
、
各
種

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
0
歳
か
ら
小
学
校
6
年
生
の
人
に
対

し
、
保
険
診
療
と
な
る
医
療
費
（
柔
道
整
復
師
等
に
よ
る
健
康
保
険
適
用

の
施
術
も
含
む
）
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

申
請
と
届
出

県
内
の
医
療
機
関
等
に

か
か
る
場
合
は
…

県
外
の
医
療
機
関
等
に

か
か
る
場
合
は
…

小児の

医療福祉費（マル福）制度



3　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

みんなでささえ愛…こくほ

国民健康保険で・・・

こんな給付が
受けられます

国保
お問い合わせは…
国保年金課国保係
☎888 ー 1111（131 ～
133）

国保税　納めて安心　わが家の健康

国
保
の
被
保
険
者
が
出
産
し
た

と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
妊
娠
12

週
以
降
で
あ
れ
ば
、
死
産
・
流
産

で
も
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額

原
則
42
万
円
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
産
科
医
療
保
障
制
度
（
※

1
）
加
入
医
療
機
関
以
外
で
の
出

産
の
場
合
は
39
万
円
で
す
。

※
1　

産
科
医
療
保
障
制
度
：
出

産
に
関
連
し
て
脳
性
ま
ひ
と
な

っ
た
子
・
家
族
の
経
済
的
負
担

を
補
償
す
る
制
度
。
詳
し
く
は

出
産
予
定
の
医
療
機
関
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
直
接
支
払
制
度

出
産
育
児
一
時
金
が
原
則
と
し

て
町
国
保
か
ら
医
療
機
関
等
に
直

接
支
払
わ
れ
る
制
度
で
す
。
利
用

さ
れ
る
人
は
、
出
産
予
定
の
医
療

機
関
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
（
役

場
で
は
直
接
支
払
制
度
の
申
請
が

で
き
ま
せ
ん
）。

●
出
産
費
用
が
42
万
円
（
※
2
）

を
超
え
た
場
合
の
差
額
分
は
、

退
院
時
に
医
療
機
関
等
へ
お
支

払
い
く
だ
さ
い

●
出
産
費
用
が
42
万
円
（
※
2
）

未
満
の
場
合
の
差
額
分
は
、
出

●
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は

『
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
』
ま
た
は
『
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
』
が
必
要
で

す
。
国
保
年
金
課
窓
口
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い

●
入
院
時
の
食
事
代
は
高
額
療
養

費
の
支
給
対
象
外
で
す

居
宅
で
医
療
を
受
け
る
必
要
が

あ
る
と
医
師
が
認
め
た
人
が
、
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
利

用
し
た
と
き
は
、
費
用
の
一
部
を

支
払
う
だ
け
で
、
残
り
は
国
保
が

負
担
し
ま
す
。

産
後
に
町
国
保
へ
請
求
し
て
く

だ
さ
い
（
❶
医
療
機
関
等
か
ら

交
付
さ
れ
る
領
収
・
明
細
書
❷

印
鑑
❸
世
帯
主
の
口
座
が
わ
か

る
も
の
ー
を
持
参
）

●
直
接
支
払
制
度
を
希
望
さ
れ
な

い
場
合
は
、
出
産
後
に
町
国
保

へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い（
右
記

❶
～
❸
、
医
療
機
関
等
で
交
付

さ
れ
る
直
接
支
払
制
度
を
利
用

し
な
か
っ
た
証
明
書
等
を
持
参
）

※
2　

産
科
医
療
保
障
制
度
加
入

医
療
機
関
以
外
で
の
出
産
の
場

合
は
39
万
円◇　

　

◇

妊
産
婦
本
人
が
会
社
を
辞
め
て

6
か
月
以
内
の
出
産
で
あ
れ
ば
、

会
社
の
健
康
保
険
等
か
ら
出
産
育

児
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
会
社
の
健

康
保
険
等
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
な
お
、
会
社
の
健
康
保
険

等
か
ら
支
給
さ
れ
る
場
合
は
、
国

保
か
ら
の
支
給
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
保
の
被
保
険
者
が
亡
く
な
っ

た
と
き
、
そ
の
葬
祭
を
行
っ
た
人

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
支
給
額
：
5
万
円

●
申
請
に
必
要
な
も
の
：
亡
く
な

ら
れ
た
人
の
保
険
証
・
喪
主
の

金
融
機
関
口
座
番
号
の
わ
か
る

も
の
・
会
葬
礼
状
な
ど
（
喪
主

を
確
認
す
る
た
め
）・
印
鑑

国
保
の
被
保
険
者
が
入
院
中
の

と
き
、
一
食
の
食
事
に
か
か
る
費

用
の
一
部
（
左
表
の
入
院
時
の
食

事
に
か
か
る
標
準
負
担
額
）
を
負

担
す
る
だ
け
で
、
残
り
を
入
院
時

食
事
療
養
費
と
し
て
国
保
が
負
担

し
ま
す
。

●
1
日
の
標
準
負
担
額
は
、
3
食

に
相
当
す
る
額
が
限
度
と
な
り

ま
す

●入院時の食事にかかる標準負担額
（1食あたり）

一般（下記以外の人） 260 円

住民税非課税世
帯および低所得
者Ⅱ

90日までの入院 210 円

90日を超える入院
（過去 12 か月の入
院日数）※ 3

160 円

低所得者Ⅰ 100 円

▼低所得者Ⅱ：同一世帯の世帯主および国保被保
険者が住民税非課税の世帯に属する人（低所得
者Ⅰ以外の人）
▼低所得者Ⅰ：同一世帯の世帯主および国保被保

険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が
必要経費・控除（年金の所得は控除額を 80 万円
として計算）を差し引いたときに 0 円となる世
帯に属する人
※3　90日を超えた時点でも申請が必要となります

葬
祭
費

訪
問
看
護
療
養
費

入
院
時
の
食
事
代

出
産
育
児
一
時
金
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国保年金課国民年金係☎888ー1111（136・137）

■
対
象
者

▼
平
成
3
年
3
月
以
前
に
国
民
年

金
任
意
加
入
対
象
だ
っ
た
学
生

▼
昭
和
61
年
3
月
以
前
に
国
民

年
金
の
任
意
加
入
対
象
だ
っ

た
被
用
者
（
厚
生
年
金
・
共
済

組
合
等
の
加
入
者
）
の
配
偶
者

ー
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て

い
な
か
っ
た
期
間
内
に
初
診

日
（
障
害
の
原
因
と
な
る
傷
病

に
つ
い
て
初
め
て
医
師
の
診

療
を
受
け
た
日
）
が
あ
り
、
現

在
障
害
基
礎
年
金
1
・
2
級
相

当
の
障
害
に
該
当
す
る
人
（
た

だ
し
、
65
歳
に
な
る
日
の
前

日
ま
で
に
当
該
障
害
状
態
に

該
当
し
た
人
に
限
る
）。
な
お
、

障
害
基
礎
年
金
・
障
害
厚
生
年

金
・
障
害
共
済
年
金
ー
な
ど

を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る

人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
給
付
金
を
受
け
る
た
め

に
は
日
本
年
金
機
構
の
認
定

が
必
要
で
す

■
支
給
額
（
月
額
）

▼
1
級
に
該
当
す
る
人
：

4
9
6
5
0
円

▼
2
級
に
該
当
す
る
人
：

3
9
7
2
0
円

※
物
価
指
数
の
変
動
に
連
動
し
て

毎
年
度
見
直
さ
れ
ま
す

※
本
人
の
所
得
に
よ
っ
て
は
、
支

給
が
全
額
ま
た
は
半
額
、
制
限

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

※
老
齢
年
金
・
遺
族
年
金
・
労
災

補
償
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
そ
の
受
給
額
相

当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
、
経
過
的
福
祉
手
当
を
受

給
さ
れ
て
い
る
人
は
、
当
該

手
当
の
受
給
資
格
は
喪
失
し

ま
す

※
給
付
金
は
、
認
定
を
受
け
た
後

請
求
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す

※
支
払
い
は
、
年
6
回
（
2
・
4
・

6
・
8
・
10
・
12
月
）
で
す
。
前

月
ま
で
の
分
を
お
受
け
取
り
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
（
初

回
支
払
い
な
ど
特
別
な
場
合

は
、
奇
数
月
に
支
払
い
が
行
わ

れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）

■
請
求
手
続

●
窓
口
：
役
場
1
階
国
保
年
金
課
。

な
お
、
特
別
障
害
給
付
金
の
支

給
に
関
す
る
事
務
は
、
日
本
年

金
機
構
で
行
い
ま
す

●
請
求
に
つ
い
て
：
▼
請
求
を
受

け
付
け
た
月
の
翌
月
分
か
ら
支

給
が
開
始
さ
れ
ま
す
の
で
、
請

求
は
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
▼

原
則
と
し
て
65
歳
に
達
す
る
日

の
前
日
ま
で
に
請
求
し
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は
、
国
民
年
金

に
加
入
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
以
前
は
専
業
主
婦
や

学
生
は
任
意
加
入
の
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
任
意
加
入
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
障
害
基
礎
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）
ま
で

保険料の免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認をされた人へ

■「追納」をおすすめします！
国民年金保険料の免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認を受け
た期間は、保険料を全額納付したときに比べて、将来受ける年金額が
少なくなります。
そこで、これらの期間は、10年以内（例えば、平成 23年 4月分は
平成 33年 4月まで）であれば、あとから保険料を納めること（「追納」）
ができます。ただし、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から
起算して 3年度目以降に「追納」すると、当時の保険料額に経過期間
に応じた加算額が上乗せされます。
お早めに「追納」することをおすすめします。

■受付時間
▼月曜日～金曜日：午前 8時 30分～午後 5時 15分
（電力需要が高いと予想される 9月まで月曜日の時間延長を中止）
▼週末相談：第 2土曜日の午前 9時 30分～午後 4時

■問い合わせ
土浦年金事務所☎824ー7121

土浦年金事務所から

みんなでささえ愛…ねんきん

国
金民
年

国民年金に任意加入していなかっ
たために、障害基礎年金等を受給
していない人に支給されます

特別障害給付金特別障害給付金



5　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

みなさん、こんにちは。
日中の暑さはまだ厳しいのですが、朝夕に吹く心地よい風を
受けると、秋の訪れを感じます。
今回のテーマは、『絵本』です。
* 当コーナーは、町保育所・町児童館からお届けします

各保育所・保育園についての問い合わせ：児童福祉課☎888 ー 1111（168）

こそだてをおうえん

幼児期はひざに抱いて読み聞かせる機会を多く持ってあ
げましょう。ひざに抱くことで肌を触れ合わせることがで
き、絵本を一緒に楽しむことで、心を通わせることができ
るなど、体と心の両方でスキンシップを持てるようになり
ます。また、読み聞かせをしなくても、ひざに抱いて子ど
もがページをめくるのを一緒に見るだけでも十分です。絵
本を通じて親子のスキンシップを多く持てるといいです
ね。

絵本でスキンシップ

絵や本に興味を示し始めた時期はまだ、絵本を読んでも
らって楽しむというよりはめくったり、引っ張ったりする
ことを楽しみます。無理に取り上げたり、大人のペースで
進めるのではなく、まずは好きなように絵本に触れさせて
あげましょう。めくっていく中で、自分の知っているもの
を発見すると指差しながら「ワンワン」などと言うことも
あるので、そのような時は「ワンワンいたね！」などと受
けとめましょう。

絵本を楽しみましょう

たくさん絵本を読んでいくうちにお気に入りの物がで
き、いつも同じ絵本を「読んで」と言って持ってくること
もあります。大人は「また？」と思ってしまいがちですが、
子どもは同じことの繰り返しが大好きです。毎回同じ絵本
を持ってくるからと言って「さっき読んだよ？」「違う絵本
にしよう」などと否定的な言葉は使わず、「この絵本おも
しろいね」「一緒にみよう」などと声をかけ、親子で楽しく
見られるといいですね。

お気に入りの絵本



じぶんでまもる じぶんのけんこう

申込・問い合わせ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）　　　　　　　　　 ☎888 − 2940 6

●消化器検診の募集
●住民健診の追加募集

を行います

消化器検診の募集

■検診日程 ※希望者多数の場合、ご希望にそえないこともありますのでご了承ください（先着順ではありません）

期　日 場　所 受付時間（各日）

11 月 15 日（火）

総合保健福祉会館『さわやかセンター』

❶午前　7時～　7時 45分
❷午前　8時～　8時 45分
❸午前　9時～　9時 45分
❹午前 10時～ 10時 45分

11 月 16 日（水）

11 月 17 日（木）

1. 住所 阿見町

2. 氏名

3. 生年月日
（年齢）

大・昭
　　　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　歳）

4. 電話番号

5. 希望の
検診項目

希望する項目に○をつけてください

腹部超音波・胃がん・大腸がん

6. 希望日 11月　　　日　・　いつでも可

7. 希望時間 午前　　　時～　　　時 45分　・　いつでも可

※対象年齢は平成 24 年 3 月 31 日までの到達年齢

検診名 対象年齢 検査内容 自己負担額

腹部超音波検診

40 歳以上

肝臓・胆のう・すい臓・じん臓・ひ臓の超音波検査 1,000 円

胃がん検診 胃レントゲン検査（バリウム検査） 1,100 円

大腸がん検診 免疫便潜血検査（検便） 　600円

下記の日程で消化器検診を実施します。早期発見・早期治療につなげるために、定期的に検診を受けましょう。なお、
今年度人間ドックや総合健診、住民健診で受診される検診項目についてはお申し込みできませんのでご注意ください。

■申込期間　9 月 30 日（金）まで（必着）

■申込方法
事前申し込みが必要です。右記 1～ 7をご記入の

うえ、はがきまたは封書で下記までお申し込みくだ
さい。また、総合保健福祉会館の窓口でもお申し込
みできます。
▶申込先	 〒 300ー0331 阿見町阿見 4671ー1 健康
づくり課（総合保健福祉会館『さわやかセンター』内）
※お申し込みされた人には 10 月下旬までに、案内
通知と問診票を郵送いたします

▶コピーしてご使用ください
郵送時にはがれてしまうことがありますので、は
がきに貼る際には全体にのり付けをしてください



申込・問い合わせ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）　　　　　　　　　 ☎888 − 29407

けんしんもうしこみ

■健診日程 ※希望者多数の場合、ご希望にそえないこともありますのでご了承ください（先着順ではありません）

期　日 場　所 受付時間（各日）
12 月　1 日（木）

かすみ公民館
午後のみ　午後 1時 30分～ 3時

12 月　2 日（金）

12 月 12 日（月）
総合保健福祉会館『さわやかセンター』

12 月 13 日（火）

▼コピーしてご使用ください

1. 住所 阿見町

2. 氏名

3. 生年月日
（年齢）

大・昭・平
　　　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　歳）

4. 電話番号

5.希望の健診
番号は上表参照（○をつけてください）

❶・❷・❸・❹・❺・❻・❼・❽

6.保険の種類 　　　町国保　　・　　町国保以外　

7. 希望日 12月　　　日　・　　いつでも可

■申込期間　9 月 30 日（金）まで（必着）

■申込方法
事前申し込みが必要です。右記 1～ 7をご記入の

うえ、はがきまたは封書で下記までお申し込みくだ
さい。また、総合保健福祉会館の窓口でもお申し込
みできます。
▶申込先	 〒 300ー0331 阿見町阿見 4671ー1 健康
づくり課（総合保健福祉会館『さわやかセンター』内）
※お申し込みされた人には 10 月下旬までに、案内
通知と受診券を郵送いたします

■医療機関健診
集団健診の日程で都合がつかない人、個別での健
診を希望される人には医療機関健診の受診券を発行
しています。詳細はお問い合わせください。

※対象年齢は平成 24 年 3 月 31 日までの到達年齢（後期高齢者健診は除く）
健診名 対象年齢 検査内容 自己負担額

❶

特定健診
（町国保）

40～74歳 問診・身体計測（腹囲測定含む）・血圧測定・尿検査・血中脂質検査・肝
機能検査・血糖検査・貧血検査・眼底検査・心電図検査 1,300 円

※65歳～74歳で後期高齢者保険証をお持ちの人は『❷後期高齢者健診』にお申し込みください

特定健診
（町国保以外）

※町の健診会場で受診できない場合がありますので、受診方法や受診会場は必ず保険者（全
国健康保険協会・○○健康保険組合・○○共済組合などの保険証の発行元）にご確認ください

❷ 後期高齢者健診 75歳の
誕生日以降

問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血中脂質検査・肝機能検査・血糖検査
※高血圧や糖尿病等で受診中の人は、医師にご相談のうえ受診して

ください
※オプションとして貧血検査・眼底検査・心電図検査の 3 項目セット

検診を希望される人は、自己負担 1,300 円で追加できます。健診
当日にお申し込みください

無　料　

❸ 胸部レントゲン検診
40歳以上

胸部レントゲン検査 　300円

❹ 大腸がん検診 免疫便潜血検査（検便） 　600円

❺ 前立腺
せん

がん検診 50 歳以上 血液検査
※対象：男性のみ 　700 円

❻ 喀
かくたん

痰検査 40歳以上
の該当者

喀痰の細胞診
※対象：喫煙年数× 1 日の本数＝ 600 以上の人 　800 円

❼ 肝炎ウイルス検査 血液検査：B型・C型肝炎ウイルス検査
※対象：これまでに肝炎ウイルス検査を受けたことがない人 　800 円

❽ 成人健康づくり健診 20～39歳 問診・身体計測（腹囲測定含む）・血圧測定・尿検査・血中脂質検査・肝
機能検査・血糖検査 1,000 円

※65歳以上の人（介護認定されている人を除く）は、上記健診と同時に『介護予防のためのチェックリスト』を受けていただけます

住民健診の追加募集
6 月に募集（6月 14日締切）した住民健診の日程のうち、下記 4日間の日程で定員に余裕があるため、追加募集を
行います。まだお申し込みされていない人は、この機会にぜひお申し込みください（ドックや医療機関健診で受診しな
い健診項目についてはお申し込みできます。詳細は健康づくり課までお問い合わせください）。
なお、住民健診には胃がん検診は含まれません。胃がん検診をご希望の人は消化器検診をお申し込みください。



申込・問い合わせ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）☎888 − 2940 8

■受診できる健診項目 ●対象年齢は平成 24 年 3 月 31 日までの到達年齢

健診名 対象年齢 検査内容 自己負担額

成人健康づくり健診 20 ～ 39歳 問診・身体計測（腹囲測定含む）・血圧測定・尿検査・血中脂質検査・肝機能検査・血糖検査 1,500 円　	

胸部レントゲン検診 40 歳以上 胸部レントゲン検査 500円　

喀
かく

痰
たん

検査 40 歳以上
の該当者

喀痰細胞診
※対象：喫煙年数× 1日の本数＝ 600以上の人 1,100 円　

胃がん検診
40 歳以上

胃レントゲン検査（バリウム検査） 3,100 円　

大腸がん検診 免疫便潜血検査（検便） 300円　

前立腺
せん

がん検診 50 歳以上 血液検査
※対象：男性のみ 1,100 円　

肝炎ウイルス検査
（Ｂ型・Ｃ型）

40 歳以上
の該当者

血液検査
※対象：これまでに肝炎ウイルス検査を受けたことがない人 1,500 円　

腹部超音波検診 40 歳以上 肝臓・胆のう・すい臓・じん臓・ひ臓の検査 2,400 円　

骨粗しょう症検診 25 ～ 65歳 超音波でかかとの骨密度を測定 900円　
※特定健診・後期高齢者健診の医療機関健診については国保年金課へお問い合わせください
※乳がん・子宮がん検診も医療機関健診を実施しています。詳細については『広報あみ 5月号通常版』をご覧ください

早い時期に健診を受診したい、町の集団健診の日程では予定が合わないなど、ご自身の都合に合わせて健診をご希
望の人は『医療機関健診』をご利用ください。なお、集団健診とは自己負担額が異なりますので、ご注意ください。

■申込方法
健康づくり課（総合保健福祉会館内）で受診券を発行
しますので、直接来館してお申し込みください。

■受診できる医療機関
霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター（東京医科大学
茨城医療センター敷地内）

■受付期間
平成 24年 2月 29日まで

■受診可能な期間
受診券の発行日から 3か月以内
※最終受診日は平成 24年 2月 29日となります

■自己負担額の免除
生活保護受給者および身体障害者手帳・精神障害保健
福祉手帳・療育手帳をお持ちの人は、町が実施する健診
が無料になる場合がありますので、詳細はお問い合わせ
ください。

じぶんでまもる じぶんのけんこう

『医療機関健診』をご利用ください

『ウォーキング入門教室』を開催します
ウォーキングに興味はあるけれど、どのように始めたらいいのかわからない人を対象として、初心者向けのウォ
ーキング教室を開催します。ウォーキングで健康づくりを始めてみませんか？適度な運動を行うと、体が軽くなり、
爽快な気分を味わえます。
日 時　10月 5日（水）	・11 月 30日（水）	　午前 9時～正午
場 所　総合保健福祉会館『さわやかセンター』
教室内容　初回教室（10月 5日）では、体力測定・ウォーキングの基礎知識に関する講話と 3km程度のウォーキン

グを行います。第 2回教室（11月 30 日）では、体力測定を行い、初回教室後の 2か月間にご家庭でウ
ォーキングを実践した効果を測ります。また、3km程度のウォーキングも行います。
体力測定の項目
▼肺機能：肺活量の測定
▼持久力：自分のペースで 6分間に歩ける最大距離の測定
▼脚の筋力：椅子から立ち上がって座るという動作を 5回繰り返すのにかかる時間の測定

対 象　ウォーキングに興味のある健康な人で、原則として両日参加できる人
募集人数　50人（申し込み多数の場合は抽選）
参 加 料　無料
持 参 品　歩数計・タオル・帽子・飲み物など
申込方法　9月 22日（木）までに、電話または直接下記に申し込む
問 合 せ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）☎888ー2940
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問い合わせ　町運動普及推進協議会事務局（健康づくり課内）☎888 − 29409

町運動普及推進
協議会だより

おげんきですか

皆さんお元気ですか？
運動するときは、こまめに水分補給をし

てくださいね。

私
た
ち
運
動
普
及
推
進
員
は
、

昨
年
度
か
ら
全
体
を
3
つ
の
グ
ル

ー
プ『
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
』

『
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
グ
ル
ー
プ
』

『
体
操
グ
ル
ー
プ
』
に
分
け
て
、

活
動
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

■
『
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
』

平
成
12
年
度
に
全
戸
配
布
し
た

「
歩
こ
う
マ
ッ
プ
」
は
好
評
で
、

全
コ
ー
ス
を
歩
か
れ
た
人
も
多
い

と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
吉
原
小
学

校
区
を
中
心
に
新
コ
ー
ス
を
追
加

す
る
べ
く
、
私
た
ち
は
、
は
じ
め

に
地
図
上
で
コ
ー
ス
の
選
定
を
し

た
後
、
2
度
ほ
ど
下
見
を
行
い
ま

し
た
。
下
見
で
は
、
実
際
の
交
通

量
の
状
況
や
信
号
・
横
断
歩
道
・
歩

道
の
有
無
、
ト
イ
レ
や
史
跡
等
の

有
無
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
距
離
・

コ
ー
ス
の
わ
か
り
や
す
さ
な
ど
を

考
慮
し
ま
し
た
。

吉
原
地
区
を
流
れ
る
桂
川
沿
い

を
上
流
に
向
か
っ
て
歩
く
5 

km
コ

ー
ス
、
福
田
工
業
団
地
を
巡
る
7 

km
コ
ー
ス
・
8 

km
コ
ー
ス
の
3
コ
ー

ス
を
考
え
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
若

栗
運
動
公
園
が
ス
タ
ー
ト
と
ゴ
ー

ル
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
コ
ー

く
た
め
に
、
童
謡
「
み
か
ん
の
花

咲
く
丘
」
に
合
わ
せ
て
動
作
を
行

え
る
よ
う
に
考
案
中
で
す
。

動
作
は
、
足
を
肩
幅
に
開
い
て

背
す
じ
を
伸
ば
し
て
立
っ
た
姿
勢

で
行
い
ま
す
。
ゆ
っ
く
り
と
一
つ

一
つ
の
ポ
ー
ズ
を
と
り
、
肩
甲
骨

の
周
り
の
筋
肉
や
腕
を
動
か
し

て
、
背
中
や
肩
に
効
か
せ
ま
す
。

ゴ
ム
ひ
も
を
握
り
続
け
る
の
で
握

力
の
練
習
に
も
な
り
ま
す
。

ゴ
ム
を
二
重
に
持
っ
た
り
、
ゴ

ム
の
強
さ
を
変
え
る
こ
と
で
運
動

の
強
さ
が
調
整
で
き
る
の
で
、
ど

な
た
に
で
も
行
い
や
す
い
運
動
が

で
き
あ
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。
曲

に
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
段

意
識
し
な
い
部
分
も
自
然
に
使
え

ま
す
。
地
区
活
動
等
で
皆
さ
ん
に

お
伝
え
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
お

楽
し
み
に
！

グ
ル
ー
プ
活
動
紹
介

▲新ウォーキングコース　吉原地区に！

▲パズルゲームで頭の体操

▲さわやかフェアでお披露目予定
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まちのこうきょうこうつう

企画財政課☎888ー1111（221・222）

デマンドタクシー【あみまるくん】は、平成 23 年 2 月 1 日から運行を開始し、6 か月が経過しました。利
用する際には、事前登録が必要となりますが、7 月末現在で 1,000 人を超える人が登録されました。また、
利用者数も増えてきており、町民皆さまの移動手段の足として、活躍し始めています。

町では、多くの町民皆さまにご利用いただきたいと考えていますので、【あみまるくん】を利用したい場合は、
運行主旨をご理解のうえ利用登録申請（次ページ参照）をお願いいたします。

【あみまるくん】を利用するためには、事前に
利用者登録（無料）が必要となります。
利用者登録は随時受付けていますので「阿見
町デマンドタクシー利用登録申請書」に必要事
項を記入し阿見町役場までご持参いただくか、
ＦＡＸまたは郵送でお申し込みください。
利用登録申請書は役場・うずら出張所・各公民
館・さわやかセンター・図書館－などに備え付
けてあるほか阿見町のホームページ（トップペ
ージ＞リンクの｢ 阿見町の公共交通 ｣）にも掲
載しています。

利用登録申請を随時受付中

【あみまるくん】
新たな公共交通　デマンドタクシー

順調に運行中！
【あみまるくん】

●月～金曜日（ただし、祝・祭日
および年末年始は運休）
●午前８時～午後５時

運行日・時間帯

便　名 出発時刻
第 1 便 午前　8時
第 2 便 午前　9時
第 3 便 午前 10時
第 4 便 午前 11時
第 5 便 正　午
第 6 便 午後　1時
第 7 便 午後　2時
第 8 便 午後　3時
第 9 便 午後　4時

※時刻表は「目安」です

対象者 料金（1 人 1 回のご利用につき）
大　人（中学生以上） 400 円
小　児（小学生）

200 円
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者
保健福祉手帳・自立支援医療受給者証を
交付されている人、介護保険法におけ
る「要介護者」・「要支援者」、および上記
の人に付き添う人（1 人のみに適用）
幼　児（3 歳以上 7 歳未満） 
※保護者同伴のこと

保護者 1人につき 2人まで無料
3人目からは 200円　　　　　

幼　児（3 歳未満） 
※保護者同伴のこと 無　料

利用料金

※料金の支払いは回数券による支払です。あらかじめ回数券をご購入くだ
さい。回数券は 200 円券（大人は 1回の料金で 2枚使用する）の 11枚
つづりで 2,000 円です

運行区域
阿見町内に限ります

予約センター
受付時間：午前 8時 30分～午後 5時

電話番号：888ー4
よ

1
い

5
交

2
通

※詳細は、下記（予約の方法）を
参照してください

【あみまるくん】の利用状況
運行台数：2 台（8人乗りワゴン車両）
登録者数：1,013 人（7月末現在）【内訳：男…328人／女…685人】

月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月
運行日数 19 日 22日 20日 19日 22日 20日
利用者数 369 人 478 人 598 人 763 人 902 人 834 人
1 日平均 19.4 人 21.7 人 29.9 人 40.2 人 41.0 人 41.7 人
登録者数 678 人 122 人 56人 48人 59人 50人

▼月別利用状況

予約する際の目安となる出発時刻は、第 1便の 8時台
から第 9便の午後 4時台まで１時間間隔で運行していま
す。利用日の２日前（運休日を除く）から利用したい便の
出発時刻の３０分前まで（当日便の最終予約受付時間は午
後 3時３０分まで）に予約センターへ電話などで予約して
ください。
また、午前８時台と午前９時台の便は、必ず前日までに
予約してください。その際、氏名・住所・乗車日・人数・乗車
場所・降車場所・利用希望の便名か出発希望時刻を伝えてく
ださい。予約は運行日の午前８時３０分から午後５時まで
受付けています。

予約の方法
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▲コピーしてご使用ください



●
メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ

▲時空戦士イバライガ―

▲あみ大使＆芸能ショー

▲ポスター表彰：高田風花さん（阿見第一小）
　※左から 2人目

▲▼まい・あみジュニアフェス

▲陸上自衛隊武器学校『常陸陣太鼓』

▲▼アミューズフェス

▲あみ大使＆芸能ショー▲あみ大使＆芸能ショー

●東日本大震災義援金

まい・あみ・まつり 2日間にお
いて、多くの人から 214,832
円の義援金が集まりました。

模擬店出店者　　　 125,000 円
まつり来場者等　　　65,803 円
チャリティー握手会　24,029 円 ▲チャリティー握手会



● 
ま
い
・
あ
み
ア
ン
バ
サ
ダ
ー

オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
2
0
1
1

▲今年度のまい・あみアンバサダーに選ばれたのは、写真
左から小林玲奈さん、島崎成美さん、増古優美さん

● 8 月 7 日（日）、午前 7 時 30 分
から約 1 時間、阿見中学校・朝
日中学校の生徒・先生約 180 人
の皆さん（写真）が、まつり会
場および周辺のごみ拾いをして
くださいました。

盆踊り表彰
●最優秀賞
西方踊ろう会／天翔如人

●優秀賞
曙南 3世代おどり連／おどり連

●チームワーク賞
天翔如人

●ユーモア賞
阿見町役場

●元気で賞
富士団地／たんぽぽ会

●町長特別賞
筑見区

●阿見町建設業協会の皆さん（写
真）が、7月 30 日（土）の午前 9
時からまつり会場の草刈りを、
8月 8 日（月）の午前 9時からま
つり会場および周辺のごみ拾い
をしてくださいました。

●
子
ど
も
み
こ
し
巡
行

※まつり会場周辺では、個人や団体など多くの人たちが清掃活動にご協力くださいました。ありがとうございました



屋上利用広告

はり紙・はり札

野立広告（広告板・広告塔）
広告旗

壁面利用広告
アドバルーン

広
告
幕

アーチ

車体利用広告

突
出
広
告

電
柱
利
用
広
告

屋外広告物の例

広報あみ 9月号　14

おくがいこうこくぶつせいど

都市計画課計画係☎888ー1111（244・246）

屋外広告物の表示には
許可が必要です！
～まちの良好な景観のために～

■
屋
外
広
告
物
の
許
可
手
続

屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る
と
き

は
、
景
観
に
配
慮
す
る
と
と
も
に

公
衆
へ
の
危
害
を
防
止
す
る
た

め
、
原
則
と
し
て
、
表
示
し
よ
う

と
す
る
日
の
30
日
前
ま
で
に
町
長

の
許
可
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
広

告
物
の
表
示
内
容
を
変
更
す
る
場

合
に
も
許
可
が
必
要
で
す
。

●
許
可
申
請
に
必
要
な
書
類

▼
許
可
申
請
書

▼
広
告
物
の
仕
様
書
・
設
計
図

▼
設
置
場
所
付
近
の
見
取
図
・
カ

ラ
ー
写
真

▼
管
理
者
の
資
格
証
明
書
等

▼
許
可
手
数
料

●
そ
の
ほ
か
の
手
続

屋
外
広
告
物
の
許
可
申
請
手
続

と
合
わ
せ
て
他
法
令
に
基
づ
く
許
可

な
ど
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
他
人
の
土
地
・
物
件
等
に
表
示

す
る
場
合
：
所
有
者
や
管
理
者

な
ど
の
同
意

▼
工
作
物
の
高
さ
が
4
ｍ
を
超
え

る
場
合
：
確
認
申
請
（
建
築
基

準
法
）

▼
道
路
に
表
示
す
る
場
合
：
道
路

占
用
許
可
（
道
路
法
）

「
屋
外
広
告
物
」
と
は
、
常

時
ま
た
は
一
定
の
期
間
継
続
し

て
屋
外
で
公
衆
に
表
示
さ
れ
る

看
板
、
立
看
板
、
は
り
紙
、
は

り
札
、
広
告
板
な
ど
を
い
い
ま

す
。具

体
的
に
は
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
ま
す
。

屋
外
広
告
物
と
は
？

▼
農
地
に
表
示
す
る
場
合
：
農
地

転
用
許
可
（
農
地
法
）

ー
な
ど

●
許
可
期
間

屋
外
広
告
物
は
、
種
類
に
よ
り

許
可
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
は
り
札
、
電
柱
巻
立
広
告
等
：

1
年
以
内

▼
広
告
板
、
広
告
塔
、
照
明
広
告
、

電
光
ニ
ュ
ー
ス
・
ビ
ジ
ュ
ア
ル

ボ
ー
ド
、
近
隣
店
舗
等
案
内
広

告
等
：
3
年
以
内

ー
な
ど

※
屋
外
広
告
物
の
適
正
な
表
示
の

確
保
や
広
告
物
に
よ
る
事
故
防

止
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
広
告
物

の
表
示
に
は
管
理
者
を
定
め
る

こ
と
が
必
要
で
す
（
管
理
者
に

な
れ
る
人
：
屋
外
広
告
業
の
登

録
を
受
け
た
人
・
屋
外
広
告
士
・

屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
者
な

ど
）

●
許
可
手
数
料

▼
広
告
板
：
1
枚
に
つ
き
3
平
方

メ
ー
ト
ル
ご
と
に
7
5
0
円

▼
照
明
広
告
：
1
基
に
つ
き
3
平

方
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
8
0
0
円

▼
近
隣
店
舗
等
案
内
広
告
：
1
枚

に
つ
き
2
平
方
メ
ー
ト
ル
ご
と

に
8
0
0
円

ー
な
ど

▼
屋
上
利
用
広
告

▼
広
告
幕

▼
野
立
広
告
（
広
告
板
・
広
告
塔
）

▼
壁
面
利
用
広
告

▼
広
告
旗

▼
ア
ド
バ
ル
ー
ン

▼
は
り
紙
・
は
り
札

▼
ア
ー
チ

▼
突
出
広
告

▼
車
体
利
用
広
告

▼
電
柱
利
用
広
告

屋
外
広
告
物
の
表
示
に

は
許
可
が
必
要
で
す
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けいかんづくり

■
違
反
に
対
す
る
措
置
・
罰

則条例
ま
た
は
規
則
に
違
反
す
る

屋
外
広
告
物
（
違
反
広
告
物
）
を

表
示
す
る
と
、
勧
告
・
公
表
・
是
正

命
令
な
ど
の
措
置
を
受
け
ま
す
。

●
簡
易
除
却

違
反
広
告
物
の
う
ち
簡
易
な
も

の
（
は
り
紙
・
は
り
札
・
立
看
板
・

広
告
旗
）
は
、
町
が
直
接
除
却
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
罰
則

▼
登
録
を
受
け
ず
に
屋
外
広
告
業

を
営
ん
だ
と
き
な
ど
：
懲
役
刑

（
最
高
2
年
）
ま
た
は
罰
金
刑

（
最
高
1
0
0
万
円
）

▼
禁
止
地
域
や
禁
止
物
件
に
屋
外

広
告
物
を
表
示
し
た
と
き
、
違

反
に
対
す
る
措
置
命
令
に
従
わ

な
か
っ
た
と
き
な
ど
：
罰
金
刑

（
最
高
1
0
0
万
円
）

▼
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
▼
パ
ー
キ
ン
グ

メ
ー
タ
ー
▼
郵
便
ポ
ス
ト
▼
電
話

ボ
ッ
ク
ス
▼
道
路
の
路
面
ー
な
ど

●
禁
止
地
域

次
に
挙
げ
る
、
美
し
い
自
然
景

観
や
良
好
な
街
並
み
・
特
に
良
好
な

景
観
の
形
成
や
風
致
の
維
持
が
必

要
な
地
域
・
屋
外
広
告
物
を
表
示
す

る
こ
と
が
好
ま
し
く
な
い
場
所
な

ど
を
禁
止
地
域
に
定
め
て
い
ま
す
。

▼
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
・

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

▼
道
路
・
鉄
道
な
ど
か
ら
展
望
で

き
る
地
域
で
、
敷
地
境
界
か
ら

一
定
の
区
域
❶
首
都
圏
中
央
連

絡
自
動
車
道
：
5
0
0
ｍ
以
内

❷
東
日
本
旅
客
鉄
道
：
1
0
0

ｍ
以
内
、
国
道
1
2
5
号
：
50

ｍ
以
内
、
県
・
町
道
：
5
ｍ
以
内

（
た
だ
し
、
第
一
種
住
居
地
域
・

準
住
居
地
域
・
近
隣
商
業
地
域
・

商
業
地
域
・
準
工
業
地
域
は
禁

止
地
域
か
ら
除
外
、
電
柱
利
用

広
告
は
許
可
を
受
け
て
表
示

可
）
❸
信
号
機
ま
た
は
道
路
標

識
か
ら
半
径
10
ｍ
以
内
の
区
域

―
な
ど

●
適
用
除
外

私
た
ち
の
社
会
生
活
を
営
む
う

え
で
最
小
限
必
要
な
広
告
物
な
ど

に
つ
い
て
は
、
規
制
の
う
ち
一
定

の
事
項
を
適
用
し
な
い
と
す
る
、

『
適
用
除
外
』
を
定
め
て
い
ま
す
。

▼
自
家
広
告
物
：
自
己
の
氏
名
・
店

名
・
事
業
内
容
な
ど
を
、
自
己

の
住
所
・
事
業
所
・
営
業
所
な
ど

に
表
示
す
る
広
告
物
で
、
広
告

物
の
合
計
面
積
が
、
禁
止
地
域

の
場
合
5
㎡
以
下
、
許
可
地
域

の
場
合
10
㎡
以
下
の
も
の
は
許

可
が
不
要

▼
近
隣
店
舗
等
案
内
広
告
：
店
舗

等
が
主
要
な
道
路
に
面
し
て
お

ら
ず
、
案
内
広
告
の
設
置
が
や

む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
広

告
物
で
、
店
舗
か
ら
半
径
10
㎞

以
内
の
範
囲
、
か
つ
、
信
号
お

よ
び
道
路
標
識
か
ら
5
m
以
上

離
す
等
の
基
準
を
満
た
す
も
の

は
、
禁
止
地
域
で
も
許
可
を
受

け
て
表
示
が
可
能

―
な
ど

■
広
告
主
・
土
地
所
有
者
な

ど
の
責
務

屋
外
広
告
物
の
広
告
主
・
土
地

の
所
有
者
に
は
、
屋
外
広
告
物
の

法
律
や
条
例
の
規
制
等
に
適
合
し

た
表
示
や
適
正
な
管
理
に
努
め
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
屋
外
広
告
物
の
更
新
手
続

屋
外
広
告
物
は
、
種
類
ご
と
に

許
可
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
許
可
期
間
の
満
了
後
も
引
き

続
き
表
示
す
る
た
め
に
は
、
許
可

期
限
の
2
週
間
前
ま
で
に
更
新
手

続
き
が
必
要
で
す
。

●
更
新
許
可
申
請
に
必
要
な
書
類

▼
更
新
許
可
申
請
書

▼
広
告
物
自
己
点
検
書

▼
広
告
物
等
の
カ
ラ
ー
写
真
（
3

か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
）

▼
許
可
手
数
料

■
屋
外
広
告
物
に
対
す
る

規
制

県
屋
外
広
告
物
条
例
で
は
、
❶

良
好
な
景
観
の
形
成
❷
風
致
の
維

持
❸
公
衆
に
対
す
る
危
害
の
防
止

ー
こ
れ
ら
の
目
的
か
ら
、
屋
外

広
告
物
に
対
し
て
規
制
を
行
っ
て

い
ま
す
。

●
禁
止
物
件

次
に
掲
げ
る
物
件
に
は
、
原
則

と
し
て
屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
（
は
り
紙
・

は
り
札
・
立
看
板
な
ど
の
表
示
を

禁
止
）。

▼
電
柱
▼
街
灯
柱
▼
街
路
樹
▼

信
号
機
▼
道
路
標
識
▼
ガ
ー
ド
レ

ー
ル
▼
歩
道
橋
▼
道
路
の
分
離
帯

屋
外
広
告
業
の
適
正
な

表
示
の
た
め
に

▼禁止物件の例
これらの物件に、はり紙や立看板などの屋外広告
物を表示することは禁止されています。

許可申請書等は町ホーム
ページからダウンロードで
きます。
▼ホームページ
ht tp : / /www. town .am i .	
ibaraki.jp/gyosei/application	
-down.htm
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きょうどうのまちづくり

「ボランティア入門講座」
を開催しています

町民活動推進課☎888ー1111（271・273）

以上のような形で、おおよそ毎月 1 回「ボランティア入門講座」を開催しています。開催が近くなりまし

たら、広報あみのお知らせ欄に開催日等のご案内を掲載しますので、奮ってご参加ください。

●町町民活動センター

住　　所　〒 300－0331 阿見町阿見 2958　マイアミ・ショッピングセンター 3階
電話番号　888－2051（ファクシミリ兼用）
E メール　ami-vol@bz01.plala.or.jp

本講座は、「ボランティア入門講座」の名のとおり、ボランティア経験や知識がない人でも安心してご参加
いただけます。少しでも興味があれば、ぜひいらしてみてください。

●対象となる人について

講座が終了した後に、町内で活動する団体の紹介を希望される場合には町民活動センターよりご紹介します。
また、継続して活動にアドバイスしていくことも可能ですので、講座終了後もお気軽に町民活動センターへご
相談ください。

●講座終了後について

これまで仕事や家庭のことで忙しくしていたけれど、これからは…

とお考えの皆さん。
町民活動センターで開催している「ボランティア入門講座」へ参加してみませんか。

自分の培った知識や技術を社会や
地域のために生かしていきたい

何らかの形で社会に貢献する活動
に関わりを持ちたい

講師自らが社会貢献活動に取り組み始めたきっかけや、活動への思いなどを織
り交ぜながら、ボランティア・社会貢献への上手な入り方をお話します。皆さんの
「好きなこと」や「得意なこと」に少しの工夫を加えることで、それらを社会貢献
活動へとつなげるお手伝いをします。

●講座の内容について

●講師について

本講座の講師を務めます楠康夫氏は、町民活動セン
ター長としてさまざまな社会貢献活動に関する相談
解決やリーダー育成を図ると同時に、自らも代表と
して「NPO法人阿見アスリートクラブ」を立ち上げ、
積極的に活動に取り組む本物の社会貢献活動家です。
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こうつうじこぼうし

町民活動推進課☎888ー1111（271・272）

9 月以降夕暮れ時の
死亡事故増加

●ドライバーの人は…
暗くなると、ライトを点灯していない車は遠くに感じられるため ､歩行者や他の通行車両が距離感を誤る場
合があります。自車の接近を気付かせるためにも、早めのライトオンで交通事故を未然に防止。特に暗い場所
ではスピードを十分落とし、ハイビームに切り替えるなど、道路の状況に応じた運転をしましょう。

9月 21日（水）から 30日（金）までの 10日間は、秋の全国交通安全運動期間です。
●重点項目

（1）夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止

　　（反射材用品等の着用の推進および自転車前照灯の点灯徹底）

（2）全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

（3）飲酒運転の根絶

●スローガン

「日ぐれ時　キラリと光る　反射材」

県民一人ひとりが交通ル－ルの順守と正しい交通マナ－の実践を習慣づけることにより、交通事故防止
を図りましょう。

『秋の全国交通安全運動期間』

9 月 1日（木）から 20日（火）までの 20日間は高齢者の交通事故防止強調運動期間です。
この運動は、高齢者を取り巻く現下の厳しい交通事故情勢に的確に対処し、高齢者に関係する交通事故発生
の抑制と高齢者交通事故死者数の減少を目指し、高齢者に対する県民の思いやりのある交通安全意識を醸成す
るとともに、高齢者自身の安全意識の高揚を図るため、高齢者対策の強化期間を指定して、行政・事業者・県民
等が相互に連携協力し、総合的かつ効果的な広報・啓発活動を展開し、交通事故防止活動の強化を図る。

「高齢者の交通事故防止強調運動期間」「高齢者の交通事故防止強調運動期間」

9 月以降は日没時刻が早まり、日没後は急速に暗くなります。
日没後の午後 4 時～ 7 時の交通事故死者数も、9 月以降は 5 月～ 8 月に比べると増加します。

夕暮れ時は、特に注意が必要です

●歩行者・自転車の人は…
夕暮れ時や夜間に外出するときは、視認性の高い白っぽ
い服装や反射材を身につけるなど、車の運転者に自分の存
在を”知らせる”工夫をしましょう。道路を横断するとき
は無理に渡らず、車が止まるか途切れるまで待ち、余裕を
持って渡りましょう。近くに横断歩道があるときは、少し
遠回りでもそちらを利用しましょう。



消費者コーナー消費者コーナー
『町消費生活センターだより』
23年度・第2回

広報あみ 9月号　18

問 い 合 わ せ： ▼ 町 消 費 生 活 セ ン タ ー☎ 888 ー 1871（ フ ァ ク シ ミ リ 兼 用 ／
月 ～ 金 曜 日 の 午 前 9 時 ～ 午 後 4 時 ）▼ 商 工 観 光 課☎ 888 ー 1111（171・172）

しょうひせいかつせんたー

9 月は高齢者向け悪質商法・振り込め詐欺被害防止キャンペーン月間です

県内の関係機関が共同して、悪質商法等から高齢者を守る啓発事業を実施しています。
高齢者の中には、健康・お金・孤独等の不安を抱えている人も多いと思います。悪質業者は高齢者の不安をあ
おり、親切にして信用させ、年金や貯蓄などの貴重な財産を狙っています。また、子どもや孫を心配する心に
つけ入り多額の現金をだます振り込め詐欺も後を絶ちません。

●振り込め詐欺（オレオレ詐欺）の手口

オレオレ詐欺とは…「おれだよ、おれ」と身内を装って、電話をかけて相手が信用
すると、お金が必要なので、すぐ振り込んでといって指定口
座に振り込ませる

高齢者の被害防止には、本人の自覚とまわりの皆さんの日頃からの『目をかけ・気にかけ・声をかけ』が
大切です。あなたの近くの高齢者を見守ってください。

劇場型 風邪引き型

複数の人が登場、警察官・弁護士・被害者等
を演じて示談を勧めてお金を振り込ませる。

子どもや孫になりすまして、風邪をひいて声
が変だと伝えてから、お金を振り込ませる。

携帯番号変更型 震災便乗型

携帯電話番号が変わったと連絡して、後日
その携帯から電話してお金を振り込ませる。

被災地の親族を装って、お金を振り込ませ
る。

●高齢者が被害にあった悪質商法の事例

（事例）
一人暮らしの高齢者A子さんは、訪問してきた
とても親切な販売員に高級布団を勧められた。
信用できる人だと思い契約した。数日後また同
じ販売員がきて、高級布団のためには押入れに
湿気取りが必要と言われ契約した。1か月後また
販売員がきて消臭マットを勧められ契約した。

（アドバイス）
これは関連する商品を次々に売りつけていく悪
質商法で次々販売というものです。親切を装っ
て家に入り込み契約させます。今回は訪問販売
なので、契約書を受取ってから 8日以内ならク
ーリングオフ（無条件解約）ができます。クーリ
ングオフ期間を過ぎても解約できる場合もあり
ますから消費生活センターに相談してください。
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環境政策課☎888ー1111（128）

9月は動物愛護月間です

ペットは家族の一員
大切な命、愛情を持って一生大事に

どうぶつあいごげっかん

犬・猫などのペットは、終生飼育することが原則です。やむを得ず飼えなくなった場合には、自らの責任で
新しい飼い主を探してください。どうしても新しい飼い主が見つからない場合に限り、県動物指導センターで
引き取ります。
※犬・猫などのペットを捨てた場合は、30万以下の罰金に処せられることがあります
●県動物指導センター

住　　所　〒 309－1606	茨城県笠間市日沢 47
電話番号　0296－72－1200（代）
保護犬情報ホームページ　http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/dobutsu/

迷い犬・捨て猫

飼い主はマナーを守りましょう。回りに迷惑や危害を及ばさない心くばりとしつけが大切です

ペットを飼っている人にとって犬や猫は大切な家族の一員です。しかし、ご近所の人すべてが、犬・猫の好
きな人とは限りません。
そんな人たちからも理解の得られるよう、責任をもって飼いましょう。
▼犬はつないで飼いましょう

犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。
散歩のときもリードにつなぎ、離さないようにしてください。
▼ふんを片付けましょう

散歩の際のふんは必ず持ち帰り、自宅のトイレに流したり、燃えるゴ
ミとして出したりして処理しましょう。
ふんを道路や他人の家の庭などにそのまま放置することは、周囲の人
たちを非常に不快な気持ちにさせるばかりでなく、大変不衛生です。

▲犬の鑑札 ▲狂犬病予防注射済票

犬は一生に一度「登録」が必要です。登録をすると『犬の鑑札』が交付されます。これは人間でいう「戸籍」
のようなものです。登録は全国の犬の飼育状況を把握するものでもあります。

犬の登録と狂犬病予防注射

狂犬病は人と動物が共通に感染する病気（人畜共通感染症）の中で最も恐ろしい病気と言われており、発症
後の死亡率は、ほぼ 100％です。人には、感染した犬のかみ傷などから唾液とともにウィルスが伝染します。
「狂犬病予防法」では、生後 91日以上の犬には「登録」と「狂犬病予防注射」が義務付けられています。また
「狂犬病予防注射」は毎年接種しなければなりません。
もし接種しなかった場合は 20万円以下の罰金に処せられます。接種すると毎年度ごとに変わる注射済票が
発行されます。これはその年度に接種した証明にもなりますので、犬の首輪に付けておいてください。もし何
かのはずみで逃げてしまった時の迷子札にもなります。

犬の登録
手数料

狂犬病予防注射済票
の交付手数料

2,000 円 400 円

狂犬病予防注射

2,900 円

●料金表

ぼくは、自分でできな
いから、飼い主のみな
さん持ち帰りをお願い
します。

ふんの片付け
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〈広告欄〉

たいきょうだより

■秋季テニス大会（ダブルス）
▶期日	 10 月 30 日（日）　※予備日：
11月 6日（日）

▶場所	 ▼男子：県立医療大学　※
試合の進行状況によっては総合運
動公園を使用する場合あり▼女
子：総合運動公園

▶募集人数 男女各 32組（先着順）
※キャンセル待ちはなし

▶参加料 1組 3,000円（当日徴収）
▶申込期間 10 月 7 日（金）まで　
※9月23日（金）までは町内在住・
在勤・在学者のみ。一般は24日（土）
から（Eメールは午前0時から、フ
ァクシミリは午前9時から）受付

▶申込方法 Eメール（氏名・資格・所
属クラブ・郵便番号・住所・電話番号・
主な戦歴・ドロー発送方法を明記）
またはファクシミリ（申込用紙は役
場3階生涯学習課・総合運動公園・
下記ホームページで入手可）で下記
に申し込む▼ E メール：mansei99@
jcom.home.ne.jp▼ＦＡＸ 888ー1055
（午前9時～午後9時。時間厳守）
※不備がある場合受付不可

▶その他 ▼希望者のみドロー表を
送付（Eメールまたは郵送）▼キ
ャンセルは 10 月 7 日（金）まで。
以後は参加料徴収▼締切後ペア変
更は可。2人とも変更は失格▼下
記ホームページでエントリー確認
可▼大会へのエントリーで得た個
人の情報は、大会運営以外の目的
で使用することはありません

▶問合せ　町体育協会テニス部代表
倉持☎841ー6878▼ホームペー
ジ：http://www.geocities.jp/
amitennis2005/

●稲敷地区社会人ゴルフ選手権大会
期 日 6月 15日（水）

場 所 アスレチックゴルフ倶楽部（稲敷市）

成　績

▼シニアの部▽ 3 位：伊藤
克己▽ 7 位：大崎忠
▼女子の部▽ 3 位：浅井恭
子

●小学生バドミントン大会

期 日 6月 19日（日）
場 所 県立医療大学体育館

3 年
以 下
男 子

▽優勝：中島歩勇（ナイス）
▽準優勝：瀬尾龍斗（君原）
▽ 3 位：鈴木祐弥（君原）、
佐藤元気（吉原）

4 年
男 子

▽優勝：大山太陽（吉原）▽
準優勝：中村准也（吉原）▽
3 位：戸森悠太（君原）、坂本
彪瑠（ナイス）

5 年
男 子

▽優勝：福田翔惟（鹿嶋）▽
準優勝：栗山俊介（吉原）▽
3 位：木村優成（吉原）、斉藤
海輝（ライフ）

6 年
男 子

▽優勝：粟野裕樹（ナイス）
▽準優勝：薄井進吾（ナイス）
▽ 3 位：宮本健矢（吉原）、
長井一乃真（AIRYU）

3 年
以 下
女 子

▽優勝：仁田麻登香（ナイス）
▽準優勝：谷川莉奈（ナイス）
▽ 3 位：宮下彩奈（吉原）、
成島優衣花（AIRYU）

4 年
女 子

▽優勝：平岡夕奈（ナイス）
▽準優勝：後藤華恋（阿見西）
▽ 3 位：天谷貴子（吉原）、
青山莉菜（吉原）

5 年
女 子

▽優勝：濱松奈緒子（鹿嶋）
▽準優勝：浅間美穂（鹿嶋）
▽ 3 位：柳生英里奈（舟島）、
石井怜（舟島）

6 年
女 子

▽優勝：中島颯希（ナイス）
▽準優勝：宮本愛央（鹿嶋）
▽ 3 位：国府田亜美（吉原）、
濱松佳奈子（鹿嶋）

■町民野球大会
▶期日	 10 月 2 日（日）、10 日（月）、
16日（日）　※予備日 23日（日）
▶場所	 総合運動公園町民球場ほか
▶参加料	 1 チ ー ム：5,000 円（抽
選会時徴収）
▶申込方法	 9 月 16 日（金）午後 5
時までに、電話で下記に申し込む
▶抽選会 総会（9 月 25 日（日）午
後 7 時、中央公民館 1階多目的
室において開催）終了後　※参加
チームは必ず総会に出席すること
▶問合せ　町体育協会事務局（生涯
学習課内）☎888ー1111（340）

■各種大会の結果（敬称略）
●はばたけ学童野球大会
期 日 6月 4日（土）・5日（日）・12日（日）

場 所 総合運動公園町民球場、舟島小、阿見小

成 績

▽優勝：茎崎ファイターズ
（つくば市）▽準優勝：江戸
崎パイレーツ（稲敷市）▽ 3
位：竹来ジュニアスターズ
▼個人賞▽敢闘賞：松浦拓哉
（竹来ジュニアスターズ）▽
はばたけ賞：山田哲也（阿見
上郷ジャガーズ）、五十嵐蒼
太（舟島マリナーズ）、河原
井与（本郷イーグルス）、佐
藤芽衣（阿見ヤンキース）

●お父さんソフトボール大会
期 日 6月 12日（日）・19日（日）
場 所 総合運動公園町民球場

成 績

▽優勝：濱水▽準優勝：ファー
ストエリア▽ 3 位：南平台ソ
フトボールクラブ、筑見ソ
フトボールクラブ

体協だより

■問い合わせ
町体育協会事務局（生涯学習課内）
☎888ー1111（340）
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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

Informa
tion

Informa
tion

■
健
康
体
操
教
室
（
後
期
）

▼
日
時	

10
月
～
平
成
24
年
3
月
ま

で
の
毎
月
第
1
・
3
土
曜
日
、
午

前
10
時
～
11
時
30
分

▼
場
所	

福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
ほ
ろ
ば

▼
内
容	

無
理
せ
ず
に
良
質
の
血
液

を
全
身
に
循
環
さ
せ
、
体
調
を
整

え
て
若
々
し
い
体
づ
く
り
を
す
る

▼
講
師	

飯
塚
和
子
氏

▼
対
象	

町
内
在
住
の
60
歳
以
上
の

人
▼
募
集
人
数	

20
人
（
申
込
多
数
の

場
合
は
抽
選
）

▼
参
加
料	

無
料
（
教
材
は
自
己
負

担
）

▼
申
込
方
法	

9
月
24
日（
土
）ま
で

に
本
人
が
直
接
左
記
に
申
し
込
む

▼
問
合
せ	

福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
ほ
ろ

ば
☎
8
8
7
ー

3
9
6
9

■
土
浦
・
阿
見
都
市
計
画
変

更
（
案
）
の
縦
覧

都
市
計
画
法
第
21
条
第
2
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
19
条

第
1
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の

変
更
に
あ
た
り
、
同
法
第
17
条
の
規

定
に
基
づ
き
標
記
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

こ
の
計
画
（
案
）
に
意
見
の
あ
る

人
は
、
左
記
縦
覧
期
間
の
満
了
の
日

ま
で
に
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
期
間	

9
月
8
日
（
木
）
～
22
日

（
木
）　

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

▼
時
間	

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5

時
15
分

▼
場
所	
役
場
2
階
都
市
計
画
課

▼
内
容	
▼
道
路
の
変
更
（
追
加
）

▼
道
路
名
称
「
土
浦
・
阿
見
都
市

計
画
道
路
3
・
5
・
65
号
福
田
工
業

団
地
線
」

▼
提
出
先	

〒
3
0
0
ー

0
3
9
2

阿
見
町
中
央
一
丁
目
1
番
1
号
阿

見
町
長
天
田
富
司
男
あ
て
（
都
市

計
画
課
扱
い
）

▼
問
合
せ
　
都
市
計
画
課
計
画
係
☎

8
8
8
ー

1
1
1
1
（
2
4
4
）

■『
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ（
実
体
験
）

セ
ミ
ナ
ー
』
受
講
者
募
集

▼
期
日	

❶
9
月
24
日
（
土
）
❷
11

月
5
日
（
土
）
❸
12
月
3
日
（
土
）

▼
時
間	

午
後
1
時
～
4
時
40
分

▼
場
所	

県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

（
茨
城
町
長
岡
）

▼
内
容	

乗
用
車
を
使
用
し
た
エ
コ

ド
ラ
イ
ブ
講
習
▼
ガ
イ
ダ
ン
ス
▼

実
技
（
普
段
の
運
転
で
走
行
、
燃

費
計
測
）▼
講
義
（
エ
コ
ド
ラ
イ

ブ
運
転
術
）▼
実
技
（
エ
コ
ド
ラ

イ
ブ
走
行
実
践
、
燃
費
計
測
）▼

講
義
（
燃
費
ア
ッ
プ
術
）▼
講
評

（
評
価
表
の
配
布
、
ア
ド
バ
イ
ス
）

▼
募
集
人
数	

各
日
36
人
（
申
込
多

数
の
場
合
は
抽
選
）

▼
参
加
料	

無
料

▼
申
込
期
間	

❶
9
月
14
日
（
水
）

❷
10
月
26
日
（
水
）
❸
11
月
22
日

（
火
）
ー
ま
で

▼
申
込
方
法	

申
込
用
紙
（
環
境
政

策
課
に
備
え
付
け
・
左
記
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
左
記
に

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
せ
　
い
ば
ら
き
エ
コ

ド
ラ
イ
ブ
推
進
協
議
会
☎
0
2
9
ー

2
4
8
ー

7
4
3
1
ＦＡＸ
0
2
9
ー

2
4
0
ー

1
2
7
0
▼
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
：http://business2.plala.or.jp/

ibakobo/senta/sub001.htm
l

■
『
芸
術
展
』
作
品
募
集

●
俳
句	

兼
題
『
虫
』
お
よ
び
当
季

雑
詠
通
し
て
3
句
。
9
月
24
日

（
土
）
ま
で
に
、
現
金
書
留
に
投
句

料
1
0
0
0
円
（
昼
食
代
を
含
む
）

を
同
封
し
て
左
記
に
郵
送
す
る

▼
俳
句
会	

▼
日
時
：
10
月
2
日

（
日
）
午
前
10
時
～
午
後
3
時
▼

場
所
：
中
央
公
民
館
1
階
多
目
的

室
●
短
歌	

未
発
表
の
詠
草
一
首
を
は

が
き
に
書
い
て
10
月
8
日
（
土
）

ま
で
に
左
記
に
郵
送
す
る

▼
短
歌
会	

▼
日
時
：
10
月
16
日

（
日
）
午
前
10
時
～
午
後
3
時
▼

場
所
：
中
央
公
民
館
1
階
多
目
的

室
●
そ
の
他	

そ
の
ほ
か
の
部
門
の
作

品
は
、『
広
報
あ
み
』
10
月
号
通
常

版
で
募
集
予
定

●
問
合
せ　

〒
3
0
0
ー

0
3
3
3

阿
見
町
若
栗
1
8
8
6
ー

1
中
央

公
民
館
☎
8
8
8
ー

2
5
2
6

■
県
立
美
浦
養
護
学
校
運
動

会
開
催

▼
日
時	

10
月
1
日
（
土
）
午
前
9

時
20
分
か
ら　

※
雨
天
時
2
日

（
日
）
へ
順
延

▼
場
所	

県
立
美
浦
養
護
学
校
グ
ラ

ウ
ン
ド
（
美
浦
村
土
屋
）

▼
問
合
せ
　
県
立
美
浦
養
護
学
校
☎

8
8
5
ー

4
1
6
6
▼
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
：http://w

w
w
.m
iho-sh.

ed.jp/
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おしらせ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

Informa
tion

Informa
tion

■
町
国
際
交
流
協
会
か
ら

●
『
国
際
親
善
ス
ポ
ー
ツ
交
流
会
』

開
催

町
内
在
住
の
外
国
人
の
皆
さ
ん
も

大
勢
参
加
し
ま
す
。
ど
な
た
で
も
参

加
で
き
ま
す
の
で
、バ
ド
ミ
ン
ト
ン・

輪
投
げ
・
吹
き
矢
な
ど
を
し
な
が
ら

気
軽
に
交
流
し
ま
し
ょ
う
。
楽
し
い

食
事
（
世
界
の
料
理
紹
介
）、
ゲ
ー

ム
や
賞
品
な
ど
い
ろ
い
ろ
用
意
し
て

い
ま
す
。

▼
期
日 

9
月
24
日
（
土
）

▼
時
間	

午
前
10
時
～
午
後
1
時

▼
場
所	

町
民
体
育
館
お
よ
び
中
央

公
民
館
3
階
集
会
室

▼
募
集
人
数	

1
0
0
人
（
定
員
で

締
切
）

▼
参
加
料
　
3
0
0
円
（
小
学
生
以

下
無
料
。
当
日
受
付
で
徴
収
）

▼
持
参
品	

上
履
き
（
バ
ド
ミ
ン
ト

ン
参
加
者
の
み
）

▼
申
込
期
間	

9
月
13
日（
火
）ま
で

▼
申
込
方
法	

電
話
ま
た
は
E
メ
ー

ル
で
左
記
に
申
し
込
む

●
中
国
友
好
都
市
親
善
訪
問
団
員
の

募
集

中
国
友
好
都
市
広
西
壮
族
自
治
区

柳
州
市
に
町
親
善
訪
問
団
を
派
遣
し

ま
す
。
皆
さ
ん
の
応
募
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

▼
期
間 

10
月
31
日
（
月
）
～
11
月

6
日
（
日
）
の
6
泊
7
日

▼
場
所	

柳
州
市
（
3
泊
）・
桂
林
市

（
1
泊
）・
北
京
市
（
2
泊
）

▼
応
募
資
格	

町
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
人　

※
町
国
際
交
流
協
会
に

未
加
入
の
人
は
会
員
登
録
が
必
要

▼
参
加
料
　
約
20
万
円（
旅
行
代
金
・

燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
料
、保
険
料
・

共
通
費
を
含
む
が
、
燃
油
サ
ー
チ

ャ
ー
ジ
料
は
今
後
変
動
す
る
可
能

性
あ
り
）

▼
募
集
人
数	

20
人
程
度
（
定
員
で

締
切
）

▼
申
込
期
間	

9
月
20
日（
火
）ま
で

▼
申
込
方
法	

電
話
ま
た
は
E
メ
ー

ル
で
左
記
に
申
し
込
む

●
申
込
・
問
合
せ	

町
国
際
交
流
協

会
事
務
局
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1

（
2
9
2
）▼
E
メ
ー
ル
：aiea-

am
i@
atlas.plala.or.jp

■
㈳
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
か
ら

●
入
会
説
明
会
開
催　

当
セ
ン
タ
ー

の
趣
旨
に
賛
同
し
、
健
康
で
働
く

意
欲
の
あ
る
町
内
在
住
の
60
歳
以

上
の
人
が
対
象
（
入
会
承
認
制
）

▼
期
日 

9
月
20
日
（
火
）

▼
時
間	

午
前
10
時
～
正
午

▼
場
所	

㈳
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
（
総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ

わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』
別
館
）

●
『
マ
イ
ホ
ー
ム
の
ミ
ニ
営
繕
』
引

き
受
け
ま
す　

マ
イ
ホ
ー
ム
の

床
・
壁
の
補
修
、
軽
易
な
大
工
仕

事
、
ふ
す
ま
・
障
子
・
網
戸
の
張

り
替
え
、
家
の
清
掃
・
雑
役
、
庭

木
の
せ
ん
定
、
草
刈
り
、
草
取

り
な
ど
を
行
い
ま
す
。

▼
問
合
せ	

㈳
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
☎
8
8
8
ー

2
0
3
6

ひ
き
こ
も
り
・
不
登
校
の
親
の
会

■
『
ス
マ
イ
ル
ア
ッ
プ
元
気

会
』
結
成

日
々
の
生
活
の
中
で
の
悩
み
・
不

安
・
い
ら
立
ち
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な

感
情
を
心
の
中
に
閉
じ
込
め
て
い
ま

せ
ん
か
。
気
持
ち
を
ち
ょ
っ
と
で
も

吐
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
ら
、
心
が

軽
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ス
マ

イ
ル
ア
ッ
プ
で
元
気
に
な
れ
る
！　

み
ん
な
の
願
い
は
、
こ
の
会
が
そ
ん

な
場
に
な
る
こ
と
で
す
。あ
な
た
も
、

『
ス
マ
イ
ル
ア
ッ
プ
元
気
会
』
に
遊

び
に
来
て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
日
時	

毎
月
第
2
火
曜
日　

午
後

1
時
30
分
～
4
時

▼
場
所	

土
浦
保
健
所
2
階
大
会
議

室
（
土
浦
市
下
高
津
）

▼
内
容	

ミ
ニ
学
習
会
、
情
報
交
換

会
（
グ
ル
ー
プ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
）

▼
対
象	

ひ
き
こ
も
り
状
態
の
青
少

年
等
を
持
つ
家
族
な
ど

▼
申
込
方
法	

電
話
・
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
・
E
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
左

記
に
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
せ
　
土
浦
保
健
所
保

健
指
導
課
☎
8
2
1
ー

5
5
1
6

ＦＡＸ
8
2
6
ー

5
9
6
1
▼
E
メ
ー

ル
：tsuchiho05@

pref.ibaraki.
lg.jp

■
一
般
向
け
バ
イ
オ
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
実
験
講
座（
無
料
）

茨
城
大
学
遺
伝
子
実
験
施
設
で

は
、
一
般
の
人
た
ち
を
対
象
に
標
記

講
座
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
日	

10
月
29
日（
土
）・30
日（
日
）

※
2
日
間
連
続
で
出
ら
れ
る
人

▼
時
間	

午
後
1
時
～
5
時

▼
場
所	

茨
城
大
学
阿
見
キ
ャ
ン
パ

ス
内
遺
伝
子
実
験
施
設

▼
内
容	

遺
伝
子
組
換
え
で
光
る
大

腸
菌
を
作
っ
て
観
察
、
納
豆
菌
か

ら
D
N
A
を
取
り
出
す
な
ど
の
実

験
、
研
究
施
設
見
学
（
変
更
の
場

合
あ
り
）

▼
募
集
人
数	

16
人（
定
員
で
締
切
）

▼
申
込
期
間	

10
月
21
日（
金
）ま
で

▼
申
込
方
法	

電
話
、
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
ま
た
は
E
メ
ー
ル
で
左
記
へ
申

し
込
む

▼
申
込
・
問
合
せ
　
茨
城
大
学
遺
伝

子
実
験
施
設
☎
8
8
8
ー

8
7
4
3

ＦＡＸ
8
8
8
ー

9
1
7
5
▼
E
メ
ー

ル
：grc@

m
x.ibaraki.ac.jp
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●問い合わせ　予科練平和記念館　☎891-3344
ホームページ　http://www.town.ami.ibaraki.jp/yokaren/index.html

人権相談／行政相談　日時：9月1日（木）10月6日（木）
午前 10時～午後 3時／場所：役場 3階 305 会議室

問い合わせ 総務課☎ 888ー1111（216）
子育て相談　日時：月～金曜日午前 9時～午後 4時／

場所：中郷保育所内／訪問相談随時受付
問い合わせ 地域子育て支援センター☎ 891ー2772
教育相談　日時：火～金曜日午前 9時～午後 3時／

場所：図書館となり
問い合わせ 教育相談センター☎ 888ー1225
心配ごと相談　日時：水曜日午後1時～4時／弁護士

相談：月1回午後1時～3時30分［毎週水曜日の心配
ごと相談にて要予約］／場所：総合保健福祉会館相談室

問い合わせ 町社会福祉協議会☎ 887ー0084
結婚相談　日時：第 2・第 4土曜日午後 1時～ 4時／

場所：総合保健福祉会館相談室
問い合わせ 町社会福祉協議会☎ 887ー0084
高齢者総合相談　日時：月～金曜日午前 8時 30 分
～午後 5時 15分／場所：町社会福祉協議会内

問い合わせ 町地域包括支援センター☎ 887ー8124
消費者相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午・午後
1時～ 4時／場所：役場 1階町消費生活センタ－

問い合わせ 町消費生活センタ－☎ 888ー1871
交通事故相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午・午
後 1時～ 4時 45 分／弁護士相談：水曜日午後 1時～
4時［要予約］／場所：県土浦合同庁舎

問い合わせ 県南地方交通事故相談所☎ 823ー1123

●定例相談●

観 覧 料	 ▼特別展のみ：大人 200 円（160 円）、小
中高生 100円（80円）▼常設展とのセッ
ト券：大人 600 円（480 円）、小中高生
350 円（280 円）　※（　）内は 20 人以
上の団体料金

場　　所	 予科練平和記念館 20世紀ホール

● 9 月のイベント案内
▼ギャラリートーク
学芸員が特別展のみどころやそ
れぞれの写真のエピソードをご
紹介します。
日　　時	 9 月 17 日（土）　午後

2時 30分から
そ の 他	 予約不要／セット券

または特別展観覧券
が必要／特別展会場
入口に集合

●第 1 回特別展『土門拳のまなざしー戦中戦後と“幻”
の写真』
昭和を駆け抜けたリアリズム写真家、土門拳。対象
に肉迫するそのカメラワークからは、切り取られた瞬
間の空気感が凝縮されたような迫力ある写真が生みだ
されます。「カメラの鬼」と呼ばれた土門拳のまなざし
は、激動の戦中・戦後に何を見ていたのでしょうか。
多彩な土門の作品の中から、「昭和」という時代を色
濃くとらえた写真を展示するとともに、財団法人土門
拳記念館（山形県酒田市）・予科練平和記念館に分散し
て収蔵されている土浦海軍航空隊の予科練習生の写真
をあわせて展示することで、“幻”と呼ばれた予科練の
写真の位置づけを明らかにします。

開催日時	 10 月 30 日（日）まで　午前 9時～午後 5
時（入館は午後 4時 30分まで）／月曜日
休館（月曜日が祝日の場合は翌火曜日が
休館）　※ 9月 19（月）は開館し、20日（火）
は休館します

『土門拳のまなざし』展開催中です

▽常住人口ベース
▽（　）内は前月比
▽総務課調べ

『広報あみ』は、毎月第 2・4（12 月は第 3）金曜日発行です。
下記公共施設等にも備えてありますので、ご利用ください。
▼公共施設：役場 1階正面玄関・ロビー、役場 2階秘書課、
うずら出張所、総合保健福祉会館『さわやかセンター』、
中央・かすみ・君原の各公民館、本郷・舟島の各ふれあい
センター、予科練平和記念館、町民活動センター

▼その他の施設：阿見・中央一・阿見原・青宿・実穀・君原の
各郵便局、常陽銀行阿見・荒川沖東の各支店、筑波銀行
阿見・荒川本郷の各支店、水戸信用金庫阿見支店、茨城
県信用組合阿見支店

交通事故発生状況　7 月（前月比）
消防本部調べ 軽　　傷	　12人（＋ 3)
出場件数　15件（＋ 4）	 中　　傷	　 4人（＋ 2)
	 重　　傷	　 0人（± 0)
	 死　　亡	　 0人（± 0)
	 合　　計　16人（＋ 5)

●人口と世帯●
●総人口　47,940 人 （＋ 28）
●世帯数　18,167 世帯（＋ 35）

（8月 1日現在）

9 月の納税等
国民健康保険税（4期）
後期高齢者医療保険料（3期）
納期限 9 月 30 日（金）

10 月の納税等
町県民税（3期）
国民健康保険税（5期）
後期高齢者医療保険料（4期）
介護保険料（4期）
納期限 10 月 31 日（月）

※納期限後に納付される場合、納付までの日数により延滞金がかかります

※ 救急車の適正な利用を
お願いします

※『人口と世帯』に平成 22年 10 月に行われた国勢調
査の速報値の結果が反映されています

▲卒業記念写真
（予科練甲種第
13期 31分隊）
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